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※１ 「県民いきいき活動」とは、営利を目的とせず、不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的として、自発的に

行われる活動のことをいいます。 
 
※２ 「協働」とは、県民、ＮＰＯ（※３参照）、事業者、学校、専門家、行政などの「多様な主体」が、共通の目的を達成する

ために、自立した対等な関係で、相互の立場や特性を認識・尊重しながら、協力して活動することをいいます。 

協働の形態としては、共催、後援、委託、補助、提言など（寄附行為、ボランティア活動、助言も「など」に含まれる。）

があります。 

協働事業を行うにあたっては、次の基本原則に沿って行う必要があります。 
   ①対等、②自立、③合意、④信頼、⑤責任、⑥公開、⑦公平 
 
※３ 「ＮＰＯ」とは、「Non（非）」「Profit（利益）」「Organization（組織）」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、構成員

への収益の分配を目的としない団体（ＮＰＯ法人や市民活動団体、ボランティア団体など）の総称です。
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県 民 い き い き 活 動 促 進 基 本 方 針 

第４次改訂（令和７年３月） 

 

 

【目的（第 1 条）】 

・県民いきいき活動を促進するとともに、協働を推進し、もって県民一人一人が生き生きと

心豊かに暮らせる地域社会の実現に寄与すること。 

【基本方針（第８条）】 

 ・知事は、施策推進のため、県民いきいき活動の促進に関する基本的な方針を策定する 

島根県県民いきいき活動促進条例（要約） 

【目指す将来像】 

人口減少に打ち勝ち、笑顔で暮らせる島根 

若者が増え、次代を担う子どもたちが増えることで活気にあふれ、 

県民一人ひとりが愛着と誇りを持って幸せに暮らし続けられる島根  

【基本目標】島根を創る人をふやす 

【政策】島根を愛する人づくり 

  【施策】地域で活躍する人づくり 

第２期島根創生計画 
(令和７年度～１１年度) 
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